那覇市地域密着型サービス事業所の指定の手引き

開設予定者として選定を受けた事業者は、次の流れにそって所要の手続きを行ってください。
申請の前には、介護保険法、基準省令、解釈通知等を熟知していてください。
１　事前協議
２　事業所の建築、改修
３　指定の申請
４　書類審査
５　現地確認
６　指定の通知
７　事業の開始

1. 事前協議
・指定手続きを円滑に行うため、事業進捗状況等の事前協議を行います。
・必ず担当者と日程調整のうえ、次の書類を必要に応じて持参のうえ事前協議を行ってください。
1　事前協議申込書
2　施設の平面図（新築・改築の場合は計画図面）
3　求積図（各室の面積等がわかるもの）
4　賃貸借契約書の写し（土地・建物が賃貸の場合）
5　建物の登記事項証明書の写し（既存の場合）
6　建築確認済証（既存の場合）
7　予定地の周辺図（ゼンリン、グーグルマップ等）
8　関係法令等の遵守及び責任所在に関する確認書
※建物等の設計変更をお願いする場合もあります。

2. 事業所の建築、改修
関係する行政機関に建築基準法、消防法等の関係法令に係る申請、届出をします。
また、既存の建物を改修する場合も、用途変更の確認申請が必要な場合があります。

3. 指定の申請
・指定申請時点において全ての書類が整っていることが必要です。
・申請書の控え（写し）を併せてご持参ください。
· 
· 　申請場所：　那覇市福祉部ちゃーがんじゅう課　施設グループ（地域密着型サービス担当）
· 　　　　　　　電話　098-862-9010
· 　開庁時間：　月～金（祝祭日を除く）8時30分 ~17時15分



4. 書類審査
提出した申請書類等に不備がないかを審査します。内容確認を文書又は電話にて照会することがあります。
書類等に不備があれば、速やかに改善し書類の差替えをお願いします。

5. 現地確認
・建物完成（改修）後、指定予定日の前月中旬頃までには現地確認を実施します。
その際、、設備・備品等の設置が完了し、事業所が関係法令等を満たしたうえでサービスが提供できる状況にあるかを確認します。
申請内容との相違や設備に不備があれば、改善したうえで再確認を行います。
・建築基準法に基づく検査済証、消防用設備等検査済証をご用意ください。

6. 指定の通知
・指定の要件を満たすと判断した場合に、「指定通知書」を申請者あて通知します。
・指定日（事業開始日）は審査後、毎月1日付で指定します。
・（事業所番号）は指定と併せて通知します。
　
7. 事業の開始
　　指定日以降、事業の実施が可能になります。

＜ 留意事項＞
1 研修の受講について
下記の者については、事業開始までに厚生労働大臣が定める研修を修了する必要があります。
	サービス種類
	代表者
	管理者
	計画作成担当者

	認知症対応型通所介護
	　　　－
	　　　○
	　　　　－

	小規模多機能型居宅介護
	　　　○
	　　　○
	　　　　○

	認知症対応型共同生活介護
	　　　○
	　　　○
	　　　　○

	複合型サービス（看多機）
	　　　○
	　　　○
	　　　　○



2 法人の定款について
· 指定申請にあたっては、あらかじめ「介護保険法に基づく地域密着型（介護予防）サービス事業」を実施することについての記載が必要です。なお、定款の記載変更の手続きには法人所轄庁の許可が必要な場合がありますので、ご注意ください。
· 　＊株式会社、有限会社等の営利法人には法人所轄庁はありません。






3 人福祉法の届出
介護保険サービス事業者として指定申請のほかに、あらかじめ老人福祉法に規定する届出が必要です。　　　
	サービス種類
	届　出

	認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
複合型サービス（看多機）
地域密着型通所介護
	

第14条による老人居宅生活支援事業開始届

	地域密着型特定施設入居者生活介護
	第29条による有料老人ホーム設置届



4 業務管理体制の届出
· 法令尊守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関に届出が必要です。
· 既に届出済みの事業者においても変更届出が必要な場合があります。ご注意ください。

5 指定の更新について
介護保険法により指定の有効期間が設けられています。6年ごとに指定の更新を受けなければ指定の有効期間満了とともにその効力を失います。

6 利用者（入居者）について
原則として、那覇市民（居住して6ケ月以上経過している方）のみが対象です。

⑧　手数料について
　・指定の申請にあたっては那覇市条例に基づく手数料を納付していただくことになります。
　・手数料納付用の納付書は、申請書類の不備の有無を確認後窓口交付しており、原則として当日納付して頂きます。
　　なお、手数料は、申請に係る事務審査のための手数料となっており、審査の結果、指定が認められない場合においても返還されませんので、ご承知おきください。
　　＊庁舎内の金融機関（琉球銀行）の営業時間は15時までとなっておりますので、書類確認に
要す時間を鑑み、来課は14時30分までにお願いします。

申請手数料一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	サービス種類
	新規指定

	介護サービス事業
	20,000円

	介護予防サービス事業
	5,000円



【提出先】
　　那覇市福祉部　ちゃーがんじゅう課　施設Ｇ（地域密着型サービス担当）
　　電話 098-862-9010
· [bookmark: _GoBack]提出は、担当と日程調整のうえご持参ください。
